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国 土 交 通 省 関 係 

予 備 費 使 用 等 概 要 

（３月１日閣議決定） 
 

 

 

 令和５年度予備費使用については、令和６年能登半島地震により 

 １．災害を受けた道路・河川・港湾等について、国が施行する災害復旧事業等（権限代

行を含む）及び県が施行する災害関連緊急砂防等事業等に要する経費 

 ２．災害を受けた上下水道について、厚生労働省と連携した一体的な早期復旧に要する

費用のうち下水道事業関係の経費 

 ３．災害を受けた官庁施設について、災害復旧事業に要する経費 

 ４．緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等による支援に必要な経費 

 ５．災害を受けた港湾について、港湾管理者が施行する港湾機能復旧推進事業に要する

経費 

 ６．災害を受けた港湾について、国が実施する被災岸壁の安定利用に資する緊急調査に

要する経費 

 ７．災害を受けた地域において、基盤地図情報の整備等に要する経費 

 ８．災害を受けた地域において、国が実施する復興まちづくり・住まいの復興に向けた

調査等に要する経費 

 ９．災害を受けた地域において、国が実施する液状化災害の再発防止に向けた対策検討

調査に要する経費 

を計上。 

 

予備費使用額                ８３０億円 

 

 

   ○災害復旧等                       ８３０億円 

 

 

 

※上記のほか、自動車安全特別会計空港整備勘定に計上する経費として、 

 ・令和６年能登半島地震により災害を受けた能登空港について、国が施行する災害復旧

工事に要する経費（１２億円） 

がある。 
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※ 公は公共事業関係費、非は非公共事業費である。 

 

○災害復旧等 

 

（１）道路災害復旧事業 

公 国費  45,470 百万円 

 

能越自動車道のうち国管理区間（のと三井
み い

IC～穴水
あなみず

IC、七尾
な な お

IC～高岡
たかおか

IC）等の新

潟県、富山県及び石川県の直轄国道において、土砂崩落、道路崩落箇所等の災害復

旧事業等を実施。また、能越自動車道のうち石川県管理区間及び国道 249 号の沿岸 

部において、国が権限代行により、交通確保に向けた道路の災害復旧事業等を実施。 

 

 

（２）上下水道の一体的な早期復旧 

《下水道分》 公 国費   2,444 百万円 

《水道分（厚生労働省計上）》 公 国費   3,392 百万円 

※上記合計で   5,836 百万円 

 

特に深刻な被害を生じた石川県６市町をはじめとする被災３県において、厚生労

働省と連携し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法やそれと同等の予算措置に

より、上下水道の応急復旧及び本復旧を実施し、上下水道一体となった早期復旧を

実施。 

 

 

（３）被災河川、土砂災害箇所における緊急対策等 

公 国費   6,500 百万円 

 

被災した石川県輪島市
わ じ ま し

を流れる河原田川
か わ ら だ が わ

沿川で発生した大規模な斜面崩壊に対し、

国の権限代行等により実施している土砂災害対策、埋塞した河道の確保に続き、河 

道内に堆積した土砂等撤去・護岸整備を実施。 

土砂災害発生箇所のうち、不安定な状態で斜面や渓流内に土砂・流木が堆積し、

今後の降雨により二次災害発生のおそれが高い、町野川
まちのがわ

水系寺地川
てらじがわ

・牛尾川
うしおがわ

及び国

道 249 号沿岸部等において、国・県による緊急的な土砂災害対策等を実施。 

国が管理する信濃川
しなのがわ

及び庄 川
しょうがわ

について、地震の影響により被災した堤防天端部等

の復旧に加えて、堤体基礎部の液状化対策を実施。 
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（４）港湾災害復旧事業 

公 国費  16,382 百万円 

 

直江津港
な お え つ こ う

、伏木富山港
ふ し きと やま こ う

、七尾港
ななおこう

、金沢港
かなざわこう

及び輪島港
わじまこう

において、国有港湾施設である

岸壁等の損傷箇所の災害復旧を実施。 

大規模災害からの復興に関する法律に基づく国の権限代行により、伏木富山港
ふ し きと やま こ う

、

七尾港
ななおこう

、和倉港
わくらこう

、穴水港
あなみずこう

、宇出津港
う し つ こ う

、小木港
お ぎ こ う

、飯田港
いいだこう

及び輪島港
わじまこう

において、岸壁、    

防波堤、臨港道路等の損傷箇所の災害復旧を実施。 

 

 

（５）海岸災害復旧事業等 

公 国費   4,712 百万円 

 

大規模な津波浸水や海岸保全施設への甚大な損傷が発生した石川県珠洲市
す ず し

の宝 立
ほうりゅう

正 院
しょういん

海岸、飯田
い い だ

港海岸及び石川県七尾
な な お

市
し

の和倉港
わくらこう

海岸において、国の権限代行によ

り、損傷した海岸堤防等の災害復旧等を実施。 

 

 

（６）官庁施設災害復旧事業 

非 国費     751 百万円 

 

七尾西湊
ななおにしみなと

合同庁舎等の官庁施設について、外構の陥没やひび割れ等の損傷箇所の

災害復旧事業を実施。 

 

 

（７）緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等による支援 

公 国費   2,241 百万円 

 

被災自治体からの要請に応じ、国土交通省の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等

を派遣し、照明車による応急対策作業の２４時間体制の確保や照明車を活用した電

源支援、給水機能付散水車による給水支援のほか、待機支援車派遣による復旧事業

等への活動支援等を実施。 
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（８）港湾機能復旧推進事業 

公 国費   2,405 百万円 

 

海上輸送を通じた被災地の復旧・復興を加速するため、港湾管理者が行うふ頭用地

の災害復旧に対し国庫補助を特例的に実施し、直江津港
な お え つ こ う

、伏木富山港
ふ し きと やま こ う

、七尾港
ななおこう

、金沢港
かなざわこう

等における港湾機能の早期復旧を推進。 

 

 

（９）被災岸壁の安定利用に資する緊急調査 

公 国費     199 百万円 

 

海上輸送を通じた被災地の復旧・復興を加速するため、能登半島の港湾で岸壁の損

傷を把握するための計測装置を導入し、詳細な健全度調査を行うことにより、利用条

件の制限緩和や係留施設の利用可否判断を加速化。 

 

 

（10）復旧・復興に資する基盤地図情報の整備等 

非 国費     498 百万円 

 

災害復旧のための公共測量等が実施できるよう、液状化による局所的な地盤の変

動が発生した地域等において基準点の復旧測量を行うとともに、復旧・復興事業や

まちづくりを支援するため、地形の変化や建物等の被災状況を反映し様々な地図の

基礎となる電子国土基本図の更新を実施し、必要な地理空間情報を提供。 

 

 

（11）復興まちづくり・住まいの復興に向けた調査等による計画策定支援 

公 国費   1,100 百万円 

 

著しい被害が発生した被災自治体が行う復興まちづくり計画・住まいの復興計画

の策定を支援するため、被災状況や地元の意向に応じた復興手法を検討する直轄調

査及び都市再生機構による技術支援を実施。 

 

 

（12）液状化災害の再発防止に向けた対策検討調査 

公 国費     250 百万円 

 

側方流動が発生し特に著しい液状化被害が集中した地域について、地形・地質等

の条件を踏まえた効率的な対策工法を検討し、液状化災害の再発防止に向けた対策

等を支援するための直轄調査を実施。 

 

-4-



 

 

〔自動車安全特別会計空港整備勘定計上分〕 

 

 ○ 能登空港の災害復旧 

公 国費   1,196 百万円 

 

能登
の と

空港において、大規模災害からの復興に関する法律に基づく権限代行により、

空港管理者である石川県に代わって、国が本格的な災害復旧工事を実施。 

※自動車安全特別会計空港整備勘定の自己収入の増加分を活用して措置。 
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事業別内訳

（単位：百万円）

事業名 国費

道路災害復旧事業

直轄

能越自動車道（石川県輪島市等） 16,146 

一般国道８号（新潟県新潟市等） 5,000 

一般国道１８号（新潟県妙高市） 300 

一般国道１１６号（新潟県新潟市） 500 

一般国道１５９号（石川県七尾市等） 800 

一般国道１６０号（石川県七尾市等） 3,100 

直轄（権限代行事業）

のと里山海道（石川県七尾市等） 5,000 

一般国道２４９号（石川県珠洲市等） 14,100 

河川等災害復旧事業

補助

下水道

石川県 2,010 

新潟県 334 

富山県 100 

直轄

河川

信濃川水系信濃川（新潟県新潟市） 1,335 

庄川水系庄川（富山県射水市） 684 

直轄（権限代行事業）

河川

河原田川水系河原田川（石川県輪島市） 1,872 

河川等災害関連事業

直轄

砂防

町野川水系町野川（石川県輪島市） 713 

地すべり

大野（石川県輪島市） 175 

曽々木（石川県輪島市） 341 

-6-



事業別内訳

（単位：百万円）

事業名 国費

直轄（権限代行事業）

地すべり

深見（石川県輪島市） 81 

名舟（石川県輪島市） 162 

渋田（石川県輪島市） 190 

災害関連緊急砂防等事業

補助

地すべり

中野口（新潟県糸魚川市） 206 

珠洲赤神（石川県珠洲市） 40 

長沢３号（石川県輪島市） 42 

藤波（石川県能登町） 45 

鹿磯（石川県輪島市） 53 

森吉（石川県珠洲市） 81 

馬場（石川県輪島市） 55 

原反坊（石川県能登町） 43 

光浦（石川県輪島市） 39 

砂防事業

直轄

総合流域防災事業

町野川水系町野川（石川県輪島市） 97 

港湾災害復旧事業

直轄

港湾

直江津港（新潟県上越市） 697 

伏木富山港（富山県高岡市、富山市、射水市） 214 

七尾港（石川県七尾市） 3,050 

金沢港（石川県金沢市） 3,533 

輪島港（石川県輪島市） 97 
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事業別内訳

（単位：百万円）

事業名 国費

直轄（権限代行事業）

港湾

伏木富山港（富山県高岡市、富山市、射水市） 770 

七尾港（石川県七尾市） 1,590 

和倉港（石川県七尾市） 380 

穴水港（石川県穴水町） 776 

宇出津港（石川県能登町） 1,695 

小木港（石川県能登町） 781 

飯田港（石川県珠洲市） 2,697 

輪島港（石川県輪島市） 102 

海岸災害復旧事業等

直轄

海岸

新潟海岸（新潟県新潟市） 347 

直轄（権限代行事業）

海岸

宝立正院海岸（石川県珠洲市） 2,870 

和倉港海岸（石川県七尾市） 1,006 

飯田港海岸（石川県珠洲市） 448 

補助

流木災

新潟沿岸（新潟県） 41 

官庁施設災害復旧事業

直轄

七尾西湊合同庁舎（石川県七尾市） 225

輪島地方合同庁舎（石川県輪島市） 222

穴水地方合同庁舎（石川県穴水町） 94

伏木港湾合同庁舎（富山県高岡市） 98

七尾港湾合同庁舎（石川県七尾市） 112
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事業別内訳

（単位：百万円）

事業名 国費

港湾機能復旧推進事業

補助

直江津港（新潟県上越市） 350 

両津港（新潟県佐渡市） 55 

小木港（新潟県佐渡市） 25 

伏木富山港（富山県高岡市、富山市、射水市） 415 

七尾港（石川県七尾市） 726 

金沢港（石川県金沢市） 541 

穴水港（石川県穴水町） 16 

宇出津港（石川県能登町） 174 

小木港（石川県能登町） 34 

飯田港（石川県珠洲市） 5 

輪島港（石川県輪島市） 65 

〔自動車安全特別会計空港整備勘定計上分〕

空港災害復旧事業

直轄（権限代行事業）

能登空港（石川県鳳珠郡穴水町） 1,196 
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４
９
号
（沿
岸
部
）

法
面
崩
落

②
【
権
限
代
行
】

能
越
自
動
車
道
（
石
川
県
管
理
区
間
）

道
路
崩
壊

③
【
直
轄
】

能
越
道
（
の
と
三
井

IC
～
穴
水

IC
）

切
土
崩
壊

④
【
直
轄
】

能
越
道
（
七
尾

IC
～
高
岡

IC
）

段
差
、
ク
ラ
ッ
ク

1
/
1
0
応
急
復
旧
完
了

2
/
2
応
急
復
旧
完
了

①

②

③

④

石
川
県

富
山
県

新
潟
県

⑦
【
直
轄
】

国
道
８
号
（
新
潟
県
上
越
市
）

至
柏
崎
市

至
糸
魚
川
市

土
砂
崩
落

1
/
2
7
応
急
復
旧
完
了

⑤
【
直
轄
】

国
道
１
６
０
号
（
石
川
県
七
尾
市

～
富
山
県
高
岡
市
）

⑤

⑥

⑥
【
直
轄
】

国
道
８
号
（
富
山
県
富
山
市

～
石
川
県
金
沢
市
）

⑦

⑧
【
直
轄
】

国
道
８
・
１
１
６
号
（
新
潟
県
新
潟
市
）

⑧

液
状
化

1
/
1
1
応
急
復
旧
完
了

1
/
1
8
応
急
復
旧
完
了

1
/
5
応
急
復
旧
完
了

擁
壁
損
傷

ク
ラ
ッ
ク

1
/
3
1
応
急
復
旧
完
了
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○
特
に
深
刻
な
被
害
を
生
じ
た
石
川
県
６
市
町
を
は
じ
め
と
す
る
被
災
３
県
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
、

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
や
そ
れ
と
同
等
の
予
算
措
置
に
よ
り
、
上
下
水
道
の
応
急
復
旧

及
び
本
復
旧
を
実
施
し
、
上
下
水
道
一
体
と
な
っ
た
早
期
復
旧
を
実
施
。

汚
水
管
の
復
旧
工
事

下
水
道

水
道

水
道
管
の
復
旧
工
事

重
要
施
設
で
あ
る
上
下
水
道
を
一
体
的
に
早
期
復
旧
（
志
賀
町
の
事
例
）

上
下
水
道
一
体
の
復
旧

断
水
戸
数
１
３
．
７
万
戸
（
発
災
時
）→
２
．
１
万
戸
（２
月
２
６
日
現
在
）

ポ
ン
プ
場
の
復
旧
工
事

（
非
常
用
電
源
の
設
置
）

役
場
や
避
難
所
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
速
や
か
な
確
保
の
た
め
、
水
道
と
下
水
道
の
復
旧

工
程
を
共
有
し
て
、
水
道
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
下
水
道
の
流
下
機
能
確
保
す
る
こ
と
で
、
給

水
開
始
後
円
滑
に
排
水
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
上
下
水
道
が
連
携
し
て
復
旧
。

取
水
施
設
・
導
水
施
設
の

復
旧
工
事
（
応
急
工
事
）

（
２
）
上
下
水
道
の
一
体
的
な
早
期
復
旧
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沿
岸
部
）

地
す
べ
り
発
生
箇
所
（
石
川
県
珠
洲
市
仁
江
町
・
清

水
町
）

地
す
べ
り
発
生
箇
所
（
石
川
県
珠
洲
市
仁
江
町
・
清
水
町
）

牛
尾
川
河
道
閉
塞
状
況

（
石
川
県
輪
島
市
町
野
町
）

■
町
野
川
水
系

寺
地
川
・
牛
尾
川
（石
川
県
輪
島
市
町
野
町
）

河
道
閉
塞
（
土
砂
ダ
ム
）
が
生
じ
て
い
る
箇
所

に
つ
い
て
土
砂
災
害
対
策
を
実
施国
直
轄
施
工

○
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
被
災
し
た
石
川
県
輪
島
市
を
流
れ
る
河
原
田
川
沿
川
で
発
生
し
た
大
規
模
な
斜
面
崩
壊
に
対
し
、
国
の
権
限

代
行
等
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
土
砂
災
害
対
策
、
埋
塞
し
た
河
道
の
確
保
に
続
き
、
河
道
内
に
堆
積
し
た
土
砂
等
撤
去
・護
岸
整
備
を
実
施
。

○
土
砂
災
害
発
生
箇
所
の
う
ち
、
不
安
定
な
状
態
で
斜
面
や
渓
流
内
に
土
砂
・流
木
が
堆
積
し
、
今
後
の
降
雨
に
よ
り
二
次
災
害
発
生
の
お
そ
れ
が

高
い
、
町
野
川
水
系
寺
地
川
・牛
尾
川
及
び
国
道
２
４
９
号
沿
岸
部
等
に
お
い
て
、
国
・
石
川
県
・新
潟
県
に
よ
る
緊
急
的
な
土
砂
災
害
対
策
・地
す

べ
り
対
策
を
実
施
。

○
国
が
管
理
す
る
信
濃
川
及
び
庄
川
に
つ
い
て
、
地
震
の
影
響
に
よ
り
被
災
し
た
堤
防
天
端
部
等
の
復
旧
に
加
え
て
、
堤
体
基
礎
部
の
液
状
化
対

策
を
実
施
。

し
ょ
う
が
わ

か
わ
ら
だ
が
わ

新
潟
県
・富
山
県
内
に
お
け
る
対
応

能
登
半
島
北
部
地
域
に

お
け
る
対
応

■
信
濃
川
水
系
信
濃
川

（
新
潟
県
新
潟
市
）

堤
体
基
礎
部
の
液
状
化
対
策

噴
砂
跡

し
な
の
が
わ

ま
ち
の
が
わ

て
ら
じ
が
わ

う
し
お
が
わ

沿
岸
部
）

地
す
べ
り
発
生
箇
所
（
石
川
県
珠
洲
市
仁
江
町
・
清
水
町
）

地
す
べ
り
発
生
箇
所
（
石
川
県
珠
洲
市
仁
江
町
・
清
水
町
）

■
国
道
2
4
9
号
沿
岸
部

地
す
べ
り
発
生
箇
所
（石
川
県
輪
島
市
町
野
町
曽
々
木
等
）

国
道
2
4
9
号
の
災
害
復
旧
工
事
と
連
携
し
、

地
す
べ
り
対
策
を
実
施

国
直
轄
施
工
等

②

曽
々
木
川

国
道

24
9号

曽
々
木
地
区
地
す
べ
り
発
生
状
況

（
石
川
県
輪
島
市
町
野
町
曽
々
木
）

至
珠
洲
市

至
輪
島
市
街

■
庄
川
水
系
庄
川

（
富
山
県
射
水
市
）

堤
体
基
礎
部
の
液
状
化
対
策

噴
砂
跡

わ
じ
ま
し

■
河
原
田
川
水
系
河
原
田
川

（
石
川
県
輪
島
市
）

河
道
内
に
堆
積
し
た
土
砂
等
撤
去
・

護
岸
整
備
を
実
施

河
道
埋
塞
箇
所

（
石
川
県
輪
島
市
熊
野
町
）権
限
代
行

河
原
田
川
護
岸
整
備
イ
メ
ー
ジ

（
石
川
県
輪
島
市
熊
野
町
）

河
原
田
川

護
岸
整
備

【砂
防
】

直
轄
着
手
済

直
轄
着
手
（今
回
）

補
助
着
手
済

補
助
着
手
（今
回
）

河
川
の
災
害
復
旧
：

国
施
工

砂
防
の
災
害
復
旧
：

国
施
工

県
施
工

牛
尾
川
湛
水
状
況

寺
地
川
河
道
閉
塞
状
況

（
石
川
県
輪
島
市
町
野
町
）

人
家
、
一
級
市
道

等
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
た
め
、
地
す
べ

り
対
策
を
実
施

一
級
市
道
槇
能
生
線

■
中
野
口
地
区

地
す
べ
り
発
生
箇
所

（
新
潟
県
糸
魚
川
市
）

地
す
べ
り
発
生
状
況

（糸
魚
川
市
中
野
口
地
区
）

（
３
）
被
災
河
川
、
土
砂
災
害
箇
所
に
お
け
る
緊
急
対
策
等
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わ
く
ら

あ
な
み
ず

宇
出
津
港

穴
水
港

輪
島
港 七
尾
港

伏
木
富
山
港

金
沢
港

重
要
港
湾

地
方
港
湾

国
際
拠
点
港
湾

飯
田
港

和
倉
港

直
江
津
港

避
難
港

権
限
代
行
に
よ
り復
旧
を
行
う港
湾

直
轄
災
に
よ
り復
旧
を
行
う港
湾

岸
壁
エ
プ
ロ
ン
の
段
差

直
江
津
港

（
新
潟
県
管
理
）

臨
港
道
路
擁
壁
の
変
状

伏
木
富
山
港

（
富
山
県
管
理
）

岸
壁
エ
プ
ロ
ン
の
段
差

七
尾
港

（
石
川
県
管
理
）

和
倉
港

護
岸
の
倒
壊

（
七
尾
市
管
理
）

物
揚
場
エ
プ
ロ
ン
の
段
差

穴
水
港

（
石
川
県
管
理
）

岸
壁
エ
プ
ロ
ン
の
液
状
化

金
沢
港

（
石
川
県
管
理
）

臨
港
道
路
の
段
差

宇
出
津
港
（
石
川
県
管
理
）

小
木
港

岸
壁
エ
プ
ロ
ン
の
段
差

（
石
川
県
管
理
）

飯
田
港

防
波
堤
の
倒
壊

岸
壁
エ
プ
ロ
ン
の
段
差

輪
島
港

（
石
川
県
管
理
）

小
木
港

（
石
川
県
管
理
）

○
直
江
津
港
、
伏
木
富
山
港
、
七
尾
港
、
金
沢
港
及
び
輪
島
港
に
お
い
て
、
国
有
港
湾
施
設
で
あ
る
岸
壁
等
の
損
傷
箇
所
の
災
害
復
旧
を
実
施

○
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
国
の
権
限
代
行
に
よ
り
、
伏
木
富
山
港
、
七
尾
港
、
和
倉
港
、
穴
水
港
、
宇
出
津
港
、

小
木
港
、
飯
田
港
及
び
輪
島
港
に
お
い
て
、
岸
壁
、
防
波
堤
、
臨
港
道
路
等
の
損
傷
箇
所
の
災
害
復
旧
を
実
施
。

な
お
え
つ

ふ
し
き
と
や
ま

な
な
お

か
な
ざ
わ

わ
じ
ま

ふ
し
き
と
や
ま

な
な
お

わ
く
ら

あ
な
み
ず

う
し
つ

お
ぎ

い
い
だ

わ
じ
ま

。

（
４
）
港
湾
災
害
復
旧
事
業
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流
木
等
の
処
理

飯
田
港
海
岸

和
倉
港
海
岸

宝
立
正
院
海
岸

○
大
規
模
な
津
波
浸
水
や
海
岸
保
全
施
設
へ
の
甚
大
な
損
傷
が
発
生
し
た
石
川
県
珠
洲
市
の
宝
立
正
院
海
岸
、
飯
田
港
海
岸
及
び

石
川
県
七
尾
市
の
和
倉
港
海
岸
に
お
い
て
、
国
の
権
限
代
行
に
よ
り
、
損
傷
し
た
海
岸
堤
防
等
の
災
害
復
旧
を
実
施
。

○
国
が
直
轄
施
行
す
る
新
潟
海
岸
に
つ
い
て
、
地
震
の
影
響
に
よ
り
被
災
し
た
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
復
旧
を
実
施
。

○
津
波
の
影
響
に
よ
り
新
潟
沿
岸
に
漂
着
し
た
流
木
等
の
撤
去
費
用
を
補
助
。

す
ず

い
い
だ

ほ
う
り
ゅ
う
し
ょ
う
い
ん

■
宝
立
正
院
海
岸

（
石
川
県
珠
洲
市
正
院
町
～
宝
立
町
）

海
岸
堤
防
等
の
災
害
復
旧
事
業
等
を
実
施
。

権
限
代
行

■
和
倉
港
海
岸

（
石
川
県
七
尾
市
）

護
岸
の
災
害
復
旧
事
業
を
実
施
。

権
限
代
行

■
飯
田
港
海
岸

（
石
川
県
珠
洲
市
）

海
岸
堤
防
等
の
災
害
復
旧
事
業
を
実
施
。

権
限
代
行

新
潟
県
内
に
お
け
る
対
応

■
新
潟
沿
岸
（
新
潟
県
）

津
波
に
よ
り
漂
着
し
た
流
木
等
の
処
理
を
実
施
。

流
木
等
の
漂
着
状
況
（
糸
魚
川
海
岸
）

■
新
潟
海
岸
（
新
潟
県
新
潟
市
）

ヘ
ッ
ド
ラ
ン
ド
沈
下
に
対
す
る
災
害
復
旧
を
実
施

ブ
ロ
ッ
ク
沈
下
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
ド
沈
下 流
木
等
の
漂
着
状
況
（
姫
川
港
海
岸
）

護
岸
損
壊

（
石
川
県
珠
洲
市
上
戸
地
区
）

水
叩
損
壊

（
石
川
県
珠
洲
市
上
戸
地
区
）

護
岸
損
壊

（
石
川
県
七
尾
市
和
倉
地
区
）

石
川
県
内
に
お
け
る
対
応

な
な
お

わ
く
ら

建
設
海
岸
（
国
）

港
湾
海
岸
（
国
）

流
木
等
の
処
理
（
新
潟
県
）

（
５
）
海
岸
災
害
復
旧
事
業
等
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（
６
）
官
庁
施
設
災
害
復
旧
事
業

○
官
庁
施
設
の
災
害
復
旧

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
被
災
し
た
官
庁
施
設
に
つ
い
て
、
災
害
復
旧
を
実
施
。

凡
例

災
害
復
旧
を
予
定
し
て
い
る
施
設

国
土
地
理
院
電
子
国
土
Ｗ
Ｅ
Ｂ
を
編
集

約
3
0
c
m

受
水
槽
基
礎
の
傾
き

地
盤
沈
下
に
よ
る
外
構
損
傷

外
構
の
陥
没
、
ひ
び
割
れ
、
縁
石
の
破
損

地
盤
沈
下
に
よ
る
外
構
損
傷
、
建
物
周
り
の
隆
起

外
構
損
傷
、
配
管
の
損
傷

車
庫
前
の
地
盤
沈
下
被
害

外
構
損
傷

ア
プ
ロ
ー
チ
の
外
構
損
傷

地
盤
沈
下
に
よ
る
建
物
周
辺
部
被
害

外
構
損
傷

2
0
c
m
以
上
の
沈
下

縁
石
の
破
損

マ
ン
ホ
ー
ル
部
の
陥
没

輪
島
地
方
合
同
庁
舎

わ
じ
ま

穴
水
地
方
合
同
庁
舎

あ
な
み
ず

七
尾
港
湾
合
同
庁
舎

な
な
お

伏
木
港
湾
合
同
庁
舎

ふ
し
き

七
尾
西
湊
合
同
庁
舎

な
な
お
に
し
み
な
と
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○
国
土
交
通
省
の
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
（Ｔ
Ｅ
Ｃ
－
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
）
等
を
派
遣
し
、
照
明
車
に
よ
る
応
急
対
策
作
業
の
２
４
時
間
体
制
の
確
保
や
、

電
源
支
援
、
給
水
機
能
付
散
水
車
に
よ
る
給
水
支
援
の
ほ
か
、
待
機
支
援
車
派
遣
に
よ
る
復
旧
事
業
等
へ
の
活
動
支
援
等
を
実
施
。

上
越
市

照
明

車
バ

ッ
ク
ホ

ウ

散
水

車
（
給

水
機
能

付
）

照
明

車
対

策
本

部
社

待
機

支
援
車

K
u-
s
at

散
水

車
（
給

水
機
能

付
）

照
明

車
対

策
本

部
車

待
機

支
援
車

K
u-
s
at

排
水

ポ
ン
プ

車

照
明
車

K
u-
s
at

散
水
車

（
給

水
機
能

付
）

照
明
車

対
策
本

部
車

待
機
支

援
車

K
u-
s
at

散
水

車
（
給

水
機
能

付
）

照
明

車
衛
星

通
信
車

K
u-
s
at

排
水

ポ
ン
プ

車

散
水
車

（
給

水
機
能

付
）

照
明
車 照
明

車

散
水

車
（
給

水
機
能

付
）

照
明

車
衛

星
通

信
車

対
策

本
部
車

待
機

支
援
車

K
u-
s
at

バ
ッ

ク
ホ
ウ

珠
洲
市

輪
島
市

能
登
町

穴
水
町

七
尾
市

志
賀
町
中
能
登
町 氷
見
市

富
山
市

金
沢
市

羽
咋
市

か
ほ
く
市

小
矢
部
市

高
岡
市

※
令
和
6
年
2
月
2
6
日
1
4
：
0
0
時
点
の
延
べ
派
遣
状
況

待
機

支
援
車

散
水

車
（
給

水
機
能
付
）

散
水

車
（
給

水
機
能
付
）

散
水

車
（
給

水
機
能
付
）

【
延
べ
派
遣
台
数
（
台
・
日
）
】

２
月
２
６
日
現
在

散
水
車
（
給
水
機
能
付
）
：

８
３

４
台
・
日

照
明
車

：
１
，
８
３

２
台
・
日

衛
星
通
信
車

：
１
４

２
台
・
日

対
策
本
部
車

：
２
６

７
台
・
日

待
機
支
援
車

：
１
，
１
３

８
台
・
日

K
u-
sa
t

：
３
３

１
台
・
日

バ
ッ
ク
ホ
ウ

：
１
６

３
台
・
日

■
災
害
時
の
通
信
環
境
改
善
及
び
危
険
箇
所
の
監
視

■
TE

C-
FO

RC
E 等
の
現
地
活
動
の
支
援

■
排
水
ポ
ン
プ
車
等
に
よ
る
応
急
対
策

■
応
急
対
策
箇
所
の
照
明
支
援
及
び
避
難
所
等
へ
の
電
源
支
援

■
給
水
機
能
付
散
水
車
に
よ
る
応
急
給
水

■
防
災
ヘ
リ
に
よ
る
被
災
状
況
調
査

照
明
車
を
活
用
し
た
夜
間
の
道
路
緊
急
復
旧

（石
川
県
輪
島
市
）

避
難
所
等
へ
の
電
源
供
給

（石
川
県
輪
島
市
）

防
災
用
コ
ン
テ
ナ
トイ
レ
へ
の
給
水
作
業

（石
川
県
能
登
町
）

K
u-
S
A
T
で
の
河
道
閉
塞
箇
所
監
視

（石
川
県
輪
島
市
）

衛
星
通
信
車
に
よ
る
通
信
不
通
箇
所
の
通
信
確
保

（石
川
県
穴
水
町
）

被
災
し
た
ポ
ン
プ
場
で
の
排
水
支
援

（石
川
県
七
尾
市
）

遠
隔
操
作
式
バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
前
進
配
備

（石
川
県
七
尾
市
）

現
地
活
動
拠
点
と
な
る
災
害
対
策
本
部
車

（石
川
県
珠
洲
市
）

待
機
支
援
車
に
よ
る
宿
泊
場
所
の
確
保

（石
川
県
輪
島
市
）

防
災
ヘ
リ
に
よ
る
広
域
調
査
（石
川
県
能
登
半
島
）

衛
星
小
型
画
像
伝
送
装
置

（
７
）
緊
急
災
害
対
策
派
遣
隊
（
T
E
C
-
F
O
R
C
E
）
等
に
よ
る
支
援
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○
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
、
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
の
港
湾
に
お
い
て
、
ふ
頭
用
地
の
亀
裂
・陥
没
等
の
甚
大
な
被
害
が
広

い
範
囲
で
生
じ
て
お
り
、
支
援
物
資
や
建
設
資
機
材
等
の
円
滑
な
輸
送
に
支
障
を
来
し
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
半
島
・離
島
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
岸
壁
と
一
体
的
に
機
能
す
る
ふ
頭
用
地
の
災
害
復
旧
に
対
し
、
国
庫
補
助
を
特
例
的
に
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
港
湾
機
能
の
早
期
復
旧
を
推
進
し
、
海
上
輸
送
を
通
じ
た
被
災
地
域
の
復
旧
・
復
興
の
加
速
化
に
貢
献
す
る
。

（
１
）
対
象
港
湾
：
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
に
存
す
る
港
湾

（
２
）
対
象
施
設
：
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
被
災
し
た
ふ
頭
用
地

※
被
災
地
域
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
旧
・復
興
の
た
め
支
援
物
資
や
建
設
資
機
材

等
の
輸
送
拠
点
と
な
っ
て
い
る
港
湾
に
お
い
て
、
岸
壁
と
一
体
的
か
つ
速
や
か
に

利
用
を
再
開
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
３
）
実
施
主
体
：
港
湾
管
理
者

（
４
）
補
助
率

：
２
分
の
１
以
内

港
湾
管
理
者
（
地
方
公
共
団
体
）
が
所
有
す
る
ふ
頭
用
地
の
災
害
復
旧

は
、
港
湾
管
理
者
が
全
額
負
担
で
行
う
の
が
原
則
。

現
行
制
度

港
湾
機
能
復
旧
推
進
事
業

支
援
物
資
の
運
搬
（
左
：
飯
田
港
、
右
：
輪
島
港
）

ふ
頭
用
地
の
主
な
被
災
状
況

海
上
輸
送
を
通
じ
た
被
災
地
域
の
復
旧
・復
興
の
加
速
化

陥
没
の
発
生

ひ
び
割
れ
の
発
生

七
尾
港
（
大
田
地
区
）

金
沢
港
（
御
供
田
地
区
）

液
状
化
に
よ
る
損
傷

(亀
裂
、
段
差
等

)

直
江
津
港
（
中
央
ふ
頭
地
区
）

伏
木
富
山
港
（
新
湊
地
区
）

舗
装
亀
裂
、
段
差
、
土
砂
噴
出
の
発
生

ふ
頭
用
地

岸
壁

地
震
動
や
液
状
化
に
よ
り

ふ
頭
用
地
が
損
傷

亀
裂
、
段
差
等
の
発
生

両
津
港
（
南
ふ
頭
地
区
）

支
援
物
資
や
建
設
資
機
材
等

の
円
滑
な
輸
送
に
支
障

な
お
え
つ

り
ょ
う
つ

か
な
ざ
わ

な
な
お

ふ
し
き
と
や
ま

い
い
だ

わ
じ
ま

（
８
）
港
湾
機
能
復
旧
推
進
事
業
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○
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の
強
い
揺
れ
に
よ
り
能
登
半
島
の
港
湾
で
は
甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
係
留
施
設
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
利
用
制
限
を
設
け
つ
つ
運
用
す
る
と
と
も
に
、
相
次
ぐ
余
震
の
度
に
行
う
利
用
可
否
判
断
に
時
間
を
要
し
て
い
る
。

○
海
上
輸
送
を
通
じ
た
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
を
加
速
す
る
た
め
、
能
登
半
島
の
港
湾
で
岸
壁
の
損
傷
を
把
握
す
る
た
め
の
計
測
装
置
を

導
入
し
、
詳
細
な
健
全
度
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
条
件
の
制
限
緩
和
及
び
係
留
施
設
の
利
用
可
否
判
断
の
加
速
化
を
図
る
。 1

（
１
）
対
象
港
湾
：
支
援
物
資
や
復
旧
資
材
等
の
海
上
輸
送
支
援
が
行
わ

れ
て
い
る
石
川
県
内
の
港
湾

（
２
）
実
施
内
容
：
岸
壁
の
被
災
状
況
を
迅
速
・
正
確
に
把
握
で
き
る
計
測

装
置
や
観
測
機
器
の
導
入
な
ど

（
３
）
実
施
主
体
：
国
土
交
通
省

・
目
視
の
み
の
外
形
的
な
調
査
に
よ
り
利
用
可
否
判
断
を
実
施
。

・
潜
水
士
等
に
よ
る
詳
細
調
査
は
実
施
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
余
震
の
度
に

詳
細
な
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
。

⇒
安
全
性
の
担
保
の
観
点
か
ら
、
重
量
物
の
積
載
制
限
な
ど
、
利
用
制
限

を
か
け
ざ
る
を
得
な
い
。

被
災
状
況
の
把
握
の
現
状

被
災
岸
壁
の
安
定
利
用
に
資
す
る
緊
急
調
査

支
援
物
資
の
運
搬
（
左
：
飯
田
港
、
右
：
輪
島
港
）

海
上
輸
送
を
通
じ
た
被
災
地
域
の
復
旧
・復
興
の
加
速
化

（
１
）
正
確
な
被
災
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
過
度
な
利
用
制
限
を
緩
和

（
２
）
余
震
発
生
後
で
も
、
利
用
制
限
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
海
上
か
ら
の
切

れ
目
の
な
い
輸
送
に
よ
る
被
災
地
支
援
と
復
旧
・
復
興
の
加
速
化

緊
急
調
査
に
よ
る
効
果

岸
壁

ふ
頭
用
地

地
中
部
が
損
傷
し
て
い
る
可
能
性

重
量
物
禁
止

陸
上
か
ら
の
目
視
で
は
問
題
な
し

重
量
物
の
積
載
制
限
下
に
お
け
る
支
援
の
様
子

支
援
物
資
の
荷
役
状
況
（
七
尾
港
）

重
量
物
の
積
載
制
限
の
箇
所
に
、
車
両
を

入
れ
ず
、
手
渡
し
で
支
援
物
資
を
運
搬

な
な
お

い
い
だ

わ
じ
ま

（
９
）
被
災
岸
壁
の
安
定
利
用
に
資
す
る
緊
急
調
査
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・
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
伴
い
、
大
き
な
地
殻
変
動
が
発
生
。

・
一
部
に
お
い
て
液
状
化
に
よ
る
局
所
的
な
変
動
も
発
生
。

「
だ
い
ち
２
号
」
観
測
デ
ー
タ
の
解
析
で
把
握
し
た
地
殻
変
動

隆
起
し
た
海
岸

復
旧
・
復
興
事
業
や
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、

地
形
の
変
化
や
建
物
等
の
被
災
状
況
を
反
映
し
様
々

な
地
図
の
基
礎
と
な
る
電
子
国
土
基
本
図
の
更
新
を

実
施
。

災
害
復
旧
の
た
め
の
公
共
測
量
や
災
害
後
の
土
地
の

確
定
に
必
要
な
地
籍
調
査
等
を
支
援
す
る
た
め
に
、

基
準
点
の
復
旧
測
量
を
実
施
。

空
中
写
真
か
ら
震
災
後
の
状
況
を
３
次
元
地
図
に
反
映

隆
起
や
沈
下
し
て
高
さ
が
変
動
し
た

エ
リ
ア
で
新
た
な
水
路
等
を
検
討

津
波
推
定
浸
水
深
を
踏
ま
え
た

復
興
適
地
を
選
定

液
状
化
リ
ス
ク
や
津
波
浸
水
深
を
3
次
元
地
図
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

直
感
的
に
分
か
る
形
で
災
害
リ
ス
ク
を
見
え
る
化
（
イ
メ
ー
ジ
）

地
形
と
災
害
リ
ス
ク
情
報
か
ら
、

最
適
な
復
興
適
地
を
選
定

最
新
の
３
次
元
地
図

で
復
興
事
業
や
イ
ン

フ
ラ
管
理
等
に
活
用
。

災
害
リ
ス
ク
の
見
え

る
化
で
、
ま
ち
づ
く

り
に
お
け
る
住
民
等

の
合
意
形
成
を
支
援

し
復
興
を
加
速
化
。

三
角
点
成
果
停
止
範
囲

対
象
範
囲
(変
動
が
複
雑
な
地
域
)

輪
島
２

富
来Ｐ
輪
島

（
対
応
中
）

能
登
島

水
準
点
復
旧
測
量

三
角
点
復
旧
測
量

電
子
基
準
点
の
復
旧

改
測
路
線

ー
：
対
応
中

（
2
9
0
km
）

ー
：
今
回
計
画

（
2
5
0
k
m
）

改
測
点
数

3
0
点
（
対
応
中
）

1
0
0
点
（
今
回
計
画
）

復
旧
点
数

●
：
対
応
中

（
1
点
）

●
：
今
回
計
画

（
3
点
）

災
害
復
旧
の
公
共
測
量
や
地
籍

調
査
等
に
必
要
と
な
る
基
準
点

成
果
を
更
新
す
る
た
め
三
角
点

の
改
測
を
実
施

改
測
対
象
路
線
図

高
さ
方
向
の
基
準
点
成
果
を

現
況
に
合
わ
せ
る
た
め
に
必

要
な
路
線
の
改
測
を
実
施

水
準
点
の
復
旧
測
量

三
角
点
の
復
旧
測
量

能
登
島

拡
大
写
真

各
種
測
量
の

基
準
で
あ
る

電
子
基
準
点

を
復
旧

局
所
的
な
地
盤

の
ズ
レ
を
確
認
。

基
礎
部
周
辺
に

ク
ラ
ッ
ク
多
数
。

発
災
前
の
地
図
情
報

発
災
後
の
空
中
写
真

新
し
い
海
岸
線

こ
れ
ま
で
の
海
岸
線

最
新
の
３
次
元
地
図
（
イ
メ
ー
ジ
）

（
電
子
国
土
基
本
図
）実
施
エ
リ
ア

4
,0
3
6
k
m
2こ
れ
ま
で
の
水
面

約
4
m

（
１
０
）
復
旧
・
復
興
に
資
す
る
基
盤
地
図
情
報
の
整
備
等

電
子
基
準
点
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○
令
和
６
年
１
月
の
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
著
し
い
被
害
が
発
生
し
た
被
災
自
治
体
が
行
う
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
・

住
ま
い
の
復
興
計
画
の
策
定
を
支
援
す
る
た
め
、
被
災
状
況
や
地
元
の
意
向
に
応
じ
た
復
興
手
法
を
検
討
す
る
直
轄
調
査

及
び
都
市
再
生
機
構
に
よ
る
技
術
支
援
を
実
施
。

調
査
内
容

○
地
域
特
性
の
把
握
・
被
災
状
況
の
調
査
等

・基
礎
的
情
報
（人
口
、
道
路
整
備
状
況
等
）の
収
集

・被
害
状
況
調
査

・用
地
探
索
・調
査
等

○
住
民
意
向
の
把
握

・ア
ン
ケ
ー
ト
・ヒ
ア
リ
ン
グ
の

調
査
票
作
成
・集
計

・説
明
会
の
運
営
支
援

等

○
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
・
住
ま
い
の
復
興

計
画
の
検
討

・復
興
方
針
・基
本
構
想
の
検
討

・必
要
な
機
能
・施
設
の
検
討

・事
業
手
法
案
及
び

整
備
手
法
案
の
検
討
等

被
災
自
治
体
に
お
け
る
復
興
ま
ち
づ
く
り

計
画
・
住
ま
い
の
復
興
計
画
の
策
定

著
し
い
被
害
が
発
生
し
た
被
災
自
治
体
に
お
い
て
、
被
災
状
況
や
地
元
の
意
向
に
応
じ
た
ま
ち
・住
ま
い

の
復
興
手
法
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
都
市
再
生
機
構
に
よ
る
技
術
支
援
を
実
施

被
災
状
況

復
興
ま
ち
づ
く
り
・
住
ま
い
の
復
興
に
向
け
た
調
査
等
の
イ
メ
ー
ジ
（
輪
島
市
の
事
例
）

検
討
内
容
（
予
定
）

復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
イ
メ
ー
ジ

U
R
に
よ
る

技
術
支
援

U
R
に
よ
る

技
術
支
援

自
力
再
建
住
宅広
場
・
集
会
所
の
整
備

災
害
公
営
住
宅

住
ま
い
の
復
興
計
画
の
イ
メ
ー
ジ

（出
典
：糸
魚
川
市
）

U
R
に
よ
る
技
術
支
援
の
イ
メ
ー
ジ

焼
失
し
た
エ
リ
ア
を
含
む

輪
島
市
中
心
部

焼
失
区
域

（
国
総
研
・
建
築
研
究
所

資
料
よ
り
）

（
１
１
）
復
興
ま
ち
づ
く
り
・
住
ま
い
の
復
興
に
向
け
た
調
査
等
に
よ
る
計
画
策
定
支
援
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（
１
２
）
液
状
化
災
害
の
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
検
討
調
査

【
液
状
化
被
害
発
生
状
況
】

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

①
石
川
県

②
富
山
県

③
新
潟
県

《
調
査
内
容
》

液
状
化
に
よ
る
被
害
状
況
調
査

地
形
・
地
質
等
に
関
す
る
既
存
資
料

収
集
・
分
析

地
質
調
査

対
策
工
法
の
検
討

等

○
地
形
・
地
質
等
の
条
件
を
踏
ま
え
た

効
率
的
な
対
策
工
法
を
検
討
。

○
被
災
地
に
お
い
て
行
わ
れ
る
再
度
災

害
防
止
対
策
等
を
技
術
的
に
支
援
。

《
調
査
イ
メ
ー
ジ
》

地
形
に
関
す
る

既
存
資
料
収
集

地
質
調
査

造
成
前
の

地
形
情
報

地
形
改
変
時
の
航
空

写
真

○
石
川
県
、
富
山
県
、
新
潟
県
の
広
い
範
囲
で
、
液
状
化
に
よ
る
面
的
な
宅
地
被
害
を
確
認
。

○
側
方
流
動
が
発
生
し
特
に
著
し
い
液
状
化
被
害
が
集
中
し
た
地
域
に
つ
い
て
、
地
形
・
地
質
等
の
条
件
を
踏
ま
え
た
効
率
的
な
対
策
工
法
を
検
討
し
、

液
状
化
災
害
の
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
等
を
支
援
す
る
た
め
の
直
轄
調
査
を
実
施
。

-21-



能
登
空
港

○
震
度
６
強
を
観
測
し
た
能
登
空
港
で
は
、
滑
走
路
や
誘
導
路
、
灯
火
等
に
多
数
の
亀
裂
や
損
傷
が
生
じ
る
な
ど

甚
大
な
被
害
が
あ
っ
た
。

○
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
興
の
た
め
、
災
害
を
受
け
た
空
港
の
施
設
の
早
急
な
復
旧
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大

規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
権
限
代
行
に
よ
り
、
空
港
管
理
者
で
あ
る
石
川
県
に
代
わ
っ
て
、

国
土
交
通
省
が
本
格
的
な
災
害
復
旧
工
事
を
実
施
。

能
登
空
港
の
災
害
復
旧

滑
走
路
に
多
数
の
亀
裂
が
発
生

○
能
登
空
港

設
置
管
理
者
：
石
川
県

滑
走

路
：
2
,0
0
0
m

着
陸
帯
に
段
差
が
発
生

場
周
道
路
が
陥
没

調
節
池
に
亀
裂
が
発
生

灯
火
が
破
損

主
な
被
災
状
況
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